
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 4 月 1 日 243 号 医療法人社団幸信会 青葉ﾒﾃﾞｨｶﾙ・青葉病院・ウェル青葉 

滋賀県東近江市青葉町 1-46 

新型コロナワクチン接種（3 回目接種） 
 

新型コロナワクチンを 2 回接種した場合でも、接種後の時間の経過とともにワクチンの有効性などが 

低下するため、新型コロナワクチンの追加（3 回目）接種の実施方針が国から示されました。 

対象の方には、各市町から順次、接種券がご自宅に発送されます。 

当法人におきましても、以下の日程でワクチン接種を実施しています。 

 

 

■青葉メディカル（外来） 

  ・接種開始日   4/1（金）～ 

  ・接種日     月・金曜 、午前 8 名 午後 7 名  ※祝日は休み 

  ・ワクチン    モデルナ社 

  ・対象者     東近江市在住で接種券が届いている方 

  ・予約方法    東近江市の「予約サイト」、又は「電話予約」で予約してください。 

             予約サイト  https://coronawakuchin-higashiomi-shiga.com/ 

                                ※「東近江市 コロナワクチン予約」で検索 

             電話予約   ０１２０－４３３－０５０ 

 

※当院では、予約することができません。 

 

  ・お問い合わせ窓口 

      《予約や接種券などに関すること》 

東近江市新型コロナワクチン接種コールセンター  0120-433-050 

      《ワクチンの副反応など、専門的なこと》 

           滋賀県新型コロナワクチン専門相談窓口      077-528-3588 

 

 

■青葉病院（入院）、ウェル青葉（入所） 

   接種を希望される方は、「予診票、接種済証兼宛名台紙」を 1 階受付へご提出ください。 

   ・受付時間   月～土曜  9：00～17：00  ※祝日は休み 

 

   ※入院、入所されている方のみ対象です。 

   ※2 回接種が完了した方のみ対象です。 

   ※接種は、ワクチン（モデルナ社）が確保でき次第、順次実施いたします。 

 

2022年度 医療法人社団幸信会 年間目標 

 

 

 

 

昨年は、新型コロナウイルス感染症対策として、全国民へのワクチン接種が開始され、当法人においては、集

団接種や個別接種を実施してきました。また、同感染症が拡大する中で、関連法人・事業所・関係各社の従

業員や利用者さんの濃厚接触者に対しても積極的にコロナ検査を行い、地域の医療福祉機関としてその役

割に貢献してきました。一方、法人内においても、病院、老健、在宅サービスに至るまで同感染症の脅威に直

面し、業務を継続するための対策に苦慮することもありました。感染症や自然災害による業務の継続は、患者

さんや利用者さん、そのご家族等の生活を支える上で欠かせないものであり、必要なサービスを安定的・継続

的に提供する体制を構築することが重要と考えています。2022 年度は、昨年度の経験を活かしつつ、業務継

続計画の体制づくりに努めて参ります。 

 

皆さんこんにちは。寒かった冬も終わり、ぽかぽか陽気が気持ちいい 4 月になりました。皆さんお元気でし

ょうか？さて、4 月といえば思い浮かぶのが「入学式」、「入社式」、「新学期」などでしょうか？日本では、新

年度や新学期の時期となっているため、学校・官公庁・会社などでは入社式・入学式が行われ、3 月と同様に

慌ただしくなります。日本では 4 月が入学式というのは当たり前なのですが、世界的にみると少数派なのは

ご存知でしょうか？世界の入学式の主流は 9 月だそうです。アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ベル

ギー、トルコ、モンゴル、ロシア、中国などが 9 月入学式だそうです。日本と同じ 4 月はパナマぐらいです。

明治時代の初めには、西洋の教育が導入され、それに従って西洋と同じ 9 月入学が主流となっていました。

しかし 1886 年から、暦上の 1～12 月までの「一年」とは別に、4 月～3 月までを一区切りとする「年度」

を政府が導入しました。これは正式には「会計年度」というもので官公庁が予算を執行するための期間のこ

とです。当時の政府の税金収入源は農家の米だったため、秋に収穫した米を農家が税金に換えて納税してか

ら予算編成していくには 1 月始まりでは間に合わなかったのです。そのため、先進国の中心であったイギリ

スの会計年度の区切りに合わせて、日本でも 4 月 1 日～翌年の 3 月 31 日を会計年度の期間に定めたとの事

です。この影響によって、小学校や師範学校の入学期間も 4 月になりやがて大正時代には、高校、大学もす

べて 4 月入学になったという流れのようです。世界の多くの国々では 9 月入学が主流なため、4 月入学だと

優秀な学生や研究者を日本の学校に迎えることが困難だといわれています。今後、国際化を進め、教育や研

究水準の向上を目指していく中で、もしかしたら日本の 4 月入学制度も変わっていくかもしれませんね。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 階ユニットでは、藤の花を制作しています。どうしたら本物に近づ

けれるか試行錯誤中です。いまから、出来上がりが楽しみです。 

3 階ではコースターづくりをしています。牛乳パックに生地を貼って

色とりどりのコースターを作っています。これからは、さらにお茶の

時間が楽しみになりそうです。 

３/３ 桃の節句。今年もひな人形を病棟に出させて頂きました 

綺麗な人形と見とれる方、お嫁に行けますようにと願いを込められる方、様々

どなたも良い笑顔を見せておられました。 

ちなみに、５/５ は端午の節句（男の子の日） 

４/４はトランスジェンダーの日です。特別に飾る物はありませんが釜飯を食

べてお祝いをされるそうです。 

メディカル通所リハビリです。 

今年の桜は、しだれ桜のある風景にチャレンジしました。 

切り紙で作りましたが、少し間違えると梅の花になってしまい、桜の形に仕上げ

るのが難しかったようです。あと、枝の見え具合にもそれぞれのこだわりがあり、

相談して見事に仕上げて下さいました。 

 

今月のおやつは『春を感じるおやつ』です。その中でも一押しはご近所の

パン屋さんラ・メール・アオバの『いちごサンド』(*^-^*) 

なんと夕暮れデイサービスのための特別メニューです！！ 

いつも美味しいパンに感謝です♪ 

みんなで作った桜の木の下で記念撮影をしました。 

本物の桜が咲くのが待ち遠しくなってきました。 


